
＃一再

〃
氏

〆

第
一
一
一

ロ

~ラー



~癖『40ー‐－F
麓,_Eシ堵一一一m･一溌寺′礎蕊 ●

侭
沙
，
１
．
Ｌ
“
ｌｌ

ｄ

ｌ

Ｌ
〃
皿
ｕ
Ｐ

，り

P

I
I

〆

I
’

LI
ｌ
究
冊
咽
が
閲

I

I

。

盤

P

夛勿．こ
ゴ

‘〃_』
P 課

4

『

＝塁

詞

山名時熈像浜坂町拐厳寺絹本著色室町時代（県指定文化財）
フイルム提供便利堂



可

、

L勘ノ’

り
ば｜
鐸f

墨
I

|;､，
f『；

Iリ

ill
〈･’

|，瞳

門
胸
Ｈ
ｆ

典
－ 一

冠

#･』皇．乞

諺醤L』 解1

山名禅高像美方町龍泉寺所蔵江戸時代



山
名

題
字

村
岡
藩
主
山
名
家
第
十
四
世

全
国
山
名
氏
一
族
会
総
裁

山
名
晴
彦



醗
曄
等
●
叩
群
．
●
●
●
．
叩
。
．
ト
ー
Ｉ

ｌ
・
・
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ

山
名
氏
と
山
名
・
山
名
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
山
ひ
…
４

郷
八
幡
宮
本
隆
志
筑
波
大
学
教
授

但
馬
山
名
氏
の
九
日
市
守
護
所
ｌ
室
町
時
代
の
但
馬
支
配
体
制
の
一
断
面
Ｉ
…
…
…
山
口
久
喜
…
弱

豊
岡
市
文
化
財
審
議
委
員
会
委
員

山
名
勝
豊
に
つ
い
て
…
・
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
小
…
別

坂
博
之

鳥
取
県
立
鳥
取
西
高
等
学
校
教
諭

岨

因
幡
狗
屍
那
城
と
山
名
弾
正
の
素
姓
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉

「
山
名
時
熈
像
」
と
そ
の
人
物
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ｕ

木
村
重
圭

倉
敷
芸
術
科
学
大
学
教
授

、

山

名

平
成
九
年
八
月
刊
／
第
３
号
目
次

田
淺
雄
…
蛆

郷
土
史
研
究
家

１
１
１
１

|‐



古
書
紹
介
日
本
百
将
傳
一
夕
話
上

山
名
時
氏
公
築
城
の
「
二
上
山
城
」
登
山
記

山
名
禅
高
木
像
に
つ
い
て

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
の
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
の
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

山
名
章
…
“

山
名
氏
史
料
調
査
研
究
会

栗
村
哲
象
…
弱

執
筆
者
紹
介

編
集
後
記

●

●
●

●

68

●

●

75
●

76



'1.1J.｡'i,1.
1｣･if
,『韻

一
、
山
名
義
範
の
登
場

日
本
の
歴
史
上
に
「
山
名
」
を
苗
字
と
す
る
人
物

が
登
場
す
る
の
は
治
承
四
年
（
二
八
○
）
十
二
月

十
二
日
が
最
初
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
の
歴
史
書
た
る

『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
は
、
鎌
倉
を
本
拠
と
し
た
源
頼

朝
が
新
造
な
っ
た
大
倉
御
所
に
移
徒
し
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
が
、
こ
の
時
頼
朝
を
護
衛
し
た
十
九
人
の

武
者
の
う
ち
に
山
名
冠
者
義
範
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
人
物
こ
そ
が
山
名
を
苗
字
と
す
る
最

初
の
人
物
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
山
名
義
範
は
源
（
新
田
）
義
重
の
子
で
あ
り
、

山
名
を
苗
字
と
し
た
の
は
「
山
名
」
の
地
名
に
依
っ

た
と
思
っ
て
よ
か
ろ
う
。
山
名
（
山
字
）
は
律
令
制

の
片
岡
郡
山
名
郷
に
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
り
、
現

地
に
は
山
字
氏
と
い
う
古
代
豪
族
が
い
た
。
山
名
義

山
名
氏
と
山
名
郷
・
山
名

’

八
範
の
出
現
は
、
源
（
新
田
）
義
重
と
豪
族
山
字
氏
と

の
婚
姻
関
係
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
豪
族
山
名
氏
の
娘

と
新
田
義
重
と
の
間
に
生
れ
た
子
が
母
方
で
養
育
さ

れ
、
元
服
し
て
父
方
（
源
氏
）
の
系
譜
に
連
な
り
、

源
頼
朝
と
の
接
触
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
直
前
、
武
蔵
か
ら
上
野
国
西
部
に
一
族
を
分

出
し
た
有
道
氏
の
な
か
に
も
「
山
名
」
を
苗
字
と
す

る
人
物
も
い
た
ら
し
い
が
（
「
系
図
綜
覧
」
有
道
氏

系
図
の
、
山
名
大
夫
親
行
）
、
こ
れ
も
豪
族
山
字
氏

と
の
婚
姻
関
係
を
媒
介
に
し
て
い
た
と
思
う
。
但
し

こ
の
有
道
系
の
山
名
氏
は
そ
の
後
全
く
史
料
上
か
ら

消
え
て
し
ま
い
、
山
名
氏
と
言
え
ば
専
ら
源
氏
系
の

山
名
氏
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

幡
宮

1

1
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本
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二
、
山
名
郷
の
領
有
者

山
名
氏
が
本
領
（
苗
字
の
地
）
と
す
る
の
は
山
名

郷
で
あ
る
。
律
令
制
下
で
は
片
岡
郡
に
属
し
て
い
た

が
、
鎌
倉
時
代
に
は
「
上
野
国
山
名
郷
」
と
書
か
れ

る
よ
う
に
、
郡
か
ら
独
立
し
た
、
単
独
の
所
領
と
な
っ

て
い
た
。

山
名
氏
は
山
名
郷
を
苗
字
の
地
と
す
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
山
名
郷
全
体
の
領
有
権
（
地
頭
職
）
を
持
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
明
示
す
る
史
料
は
残
っ

て
い
な
い
。
『
群
馬
県
史
資
料
編
中
世
２
」
や
『
新

編
高
崎
市
史
資
料
編
中
世
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
蜷

川
文
書
（
現
在
は
国
立
史
料
館
所
蔵
）
は
内
容
か
ら

判
断
し
て
山
名
八
幡
宮
文
書
の
写
し
で
あ
る
が
、
こ

の
な
か
に
鎌
倉
末
期
以
降
の
山
名
郷
の
領
有
者
の
名

前
が
出
て
く
る
。
石
見
七
郎
重
朝
（
繁
朝
と
も
書
く
）
、

矢
島
孫
太
郎
泰
行
、
山
名
小
六
郎
入
道
、
尼
妙
本
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
各
々
が
山
名
郷
内

の
畠
一
ヶ
所
と
か
在
家
一
宇
と
か
、
わ
ず
か
の
領
有

権
を
持
っ
て
い
る
。
山
名
郷
全
体
の
領
有
権
は
お
そ

ら
く
分
割
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
の

三
、
山
名
郷
の
位
置
と
内
部
構
造

山
名
八
幡
宮
は
現
在
観
音
山
丘
陵
南
西
端
の
裾
に

所
在
す
る
。
そ
れ
故
、
山
名
郷
も
、
こ
の
八
幡
宮
を

中
心
と
し
た
一
帯
に
想
定
し
て
し
ま
い
勝
ち
で
あ
る
。

だ
が
現
山
名
八
幡
の
東
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
に

「
古
八
幡
」
と
い
う
字
（
ア
ザ
）
が
あ
る
（
現
在
の

行
政
区
画
で
は
高
崎
市
木
部
町
に
属
す
）
。
そ
し
て

中
世
の
史
料
に
則
し
て
み
る
と
、
こ
こ
が
山
名
八
幡

宮
の
所
在
地
で
あ
り
、
山
名
郷
も
こ
の
一
帯
で
あ
っ

た
と
見
て
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。
以
下
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

蜷
川
文
書
か
ら
、
山
名
郷
の
構
成
に
関
わ
る
史
料

を
抜
き
書
き
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
奉
寄
進
山
名
郷
八
幡
大
菩
薩

同
郷
宿
在
家
壱
宇
孫
五
郎
跡

（
応
安
四
年
六
月
二
十
一
日
妙
本
寄
進
状
）

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
分
割
領
有
権
は
さ
ら
に
転
売

さ
れ
て
、
山
名
郷
に
は
何
人
も
の
領
有
権
が
錯
綜
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
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②
山
名
郷
之
内
く
も
せ
の
う
な
き
在
家
…

（
応
永
十
八
年
四
月
五
日
某
宛
行
状
）

③
奉
寄
進
田
地
事

合
二
段
者

右
所
在
山
名
郷
阿
久
津
村
舞
台
田
者
…

（
応
永
二
十
四
年
二
月
九
日
源
憲
経
寄
進
状
）

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
り
、
山
名
郷
の
内
部
に
ど
の

よ
う
な
地
字
が
生
れ
て
い
た
か
が
判
明
す
る
。
①
に

よ
り
、
山
名
郷
の
宿
（
し
ゆ
く
）
に
在
家
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
分
る
が
、
宿
（
し
ゆ
く
）
と
い
う
地

字
は
「
古
八
幡
」
の
す
ぐ
近
く
（
西
北
）
に
存
在
す

る
。
②
は
山
名
郷
内
の
「
く
も
せ
」
に
在
家
が
存
在

し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
が
、
同
じ
く
「
古
八
幡
」
の

南
に
「
雲
瀬
」
と
い
う
地
字
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
③
は
山
名
郷
内
に
阿
久
津
と
い
う
村
が
形
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
阿
久
津
も
「
古
八
幡
」

の
北
に
、
や
や
は
な
れ
た
と
こ
ろ
（
烏
川
沿
い
）
に

所
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
は
、
阿
久
津
を
除
い
て
、

一
般
の
地
図
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
高
崎
市

地
番
図
」
（
平
成
五
年
）
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

６

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
現
在
は
高
崎
市
で
も
木
部

町
に
属
す
る
が
、
「
古
八
幡
」
を
中
心
に
、
宿
（
し
ゅ

く
）
・
雲
瀬
（
く
も
せ
）
の
地
に
在
家
（
百
姓
の
屋

敷
）
が
存
在
し
、
す
こ
し
は
な
れ
た
阿
久
津
に
も
村

が
生
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
中
世
の
山
名
郷
の
姿
で
あ

ろ
う
。こ

う
し
て
中
世
の
山
名
八
幡
宮
・
山
名
郷
は
現
在

の
山
名
八
幡
の
東
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
に
存
在

す
る
こ
と
が
分
っ
た
が
、
こ
の
地
は
地
形
上
か
ら
み

る
と
極
め
て
特
徴
が
あ
る
。
現
在
の
山
名
八
幡
は
山

裾
に
あ
る
が
、
「
古
八
幡
」
一
帯
は
周
囲
を
川
に
囲

ま
れ
た
島
（
中
州
）
で
あ
っ
た
。
鏑
川
と
鮎
川
が
合

流
す
る
が
、
そ
の
分
流
が
「
古
八
幡
」
を
巡
っ
て
い

る
の
で
あ
る
（
略
図
参
照
）
。

現
在
、
山
名
八
幡
か
ら
光
台
寺
の
脇
を
通
り
、
木

部
町
の
方
向
に
歩
い
て
い
く
と
、
水
田
が
広
が
っ
て

い
る
が
、
そ
の
水
田
面
の
な
か
に
一
段
と
低
い
面
が

西
か
ら
東
に
、
そ
し
て
南
に
カ
ー
ブ
し
な
が
ら
続
い

て
い
る
。
こ
れ
が
旧
鮎
川
の
河
道
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
一
帯
が
「
古
八
幡
」
を
含
む
山

|,,，－



名
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
区
画
の
な
か
に
宿

（
し
ゆ
く
）
が
生
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
が
交
通
の
要

衝
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
往
来
の
人
々
に
宿

泊
の
便
を
提
供
し
て
い
た
。

山
名
の
現
地
に
あ
っ
て
、
宿
泊
の
便
を
提
供
し
た

の
は
、
八
幡
宮
に
仕
え
た
神
官
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、

宿
の
発
達
し
た
鎌
倉
末
期
～
南
北
朝
期
に
あ
っ
て
、

神
官
は
供
僧
で
も
あ
っ
た
。
山
名
八
幡
宮
の
俗
権
力

は
別
当
職
が
担
っ
て
い
た
が
、
こ
の
別
当
職
は
中
御

堂
坊
職
と
一
体
で
あ
っ
た
。
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）

三
月
の
山
名
八
幡
供
僧
坊
号
注
文
（
蜷
川
文
書
）
に

よ
れ
ば
、
中
坊
・
遊
城
坊
・
福
蔵
坊
・
慶
実
坊
・
成

田
坊
・
角
坊
・
梅
本
坊
の
七
坊
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

り
、
他
の
史
料
で
は
阿
弥
陀
堂
の
存
在
を
確
認
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
坊
を
所
持
す
る
供
僧
た
ち
が
山
名
八

幡
宮
を
支
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
等
の
坊
は

ま
た
一
つ
の
宗
教
施
設
で
あ
り
、
宿
泊
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
っ
た
。
山
名
を
通
る
旅
人
た
ち
は
、
こ
れ

ら
の
僧
坊
に
休
息
し
、
宿
泊
し
た
で
あ
ろ
う
。

『
高
崎
市
史
資
料
編
中
世
Ｉ
』
（
平
成
八
年
三
月
）

四
、
山
名
宿
と
交
通

南
北
朝
時
代
に
は
山
名
郷
の
な
か
に
宿
が
生
れ
、

神
官
・
供
僧
た
ち
の
坊
が
宿
泊
施
設
を
提
供
し
て
き

た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
で
は
こ
の
山
名
宿
は
ど

の
よ
う
な
交
通
路
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

「
宴
曲
抄
」
は
正
安
三
年
（
一
三
○
二
頃
に
編

集
さ
れ
た
歌
物
語
で
あ
る
が
、
信
濃
善
光
寺
の
修
行

の
向
う
道
行
を
述
べ
た
部
分
に
「
…
矢
並
に
み
ゆ
る

鏑
川
、
今
宵
は
さ
て
も
山
な
越
そ
、
い
さ
倉
賀
野
に

と
、
ま
ら
ん
、
夕
陽
西
に
廻
て
、
、
嵐
も
寒
衣
沢
、
末

野
を
過
て
指
出
や
、
豊
岡
か
け
て
見
わ
た
せ
は
、
ふ

み
と
、
ろ
か
す
乱
橋
の
、
し
と
ろ
に
違
板
鼻
、
誰
松

井
田
に
と
ま
る
ら
ん
」
と
あ
る
。
鎌
倉
を
出
発
し
、

に
よ
れ
ば
、
「
古
八
幡
」
に
北
接
す
る
地
に
安
楽
寺

が
あ
り
、
そ
こ
に
南
北
朝
時
代
の
五
輪
塔
と
板
碑
が

存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
石
造
物
が
本
来
の
所
在
地
を

示
す
か
は
検
討
が
必
要
だ
が
、
「
古
八
幡
」
一
帯
の

、

地
の
文
化
的
遺
産
と
見
ら
れ
よ
う
。
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武
蔵
を
過
ぎ
て
、
上
野
国
に
入
る
と
鏑
川
を
渡
り
、

山
名
を
経
て
、
倉
賀
野
・
指
出
な
ど
を
横
に
見
て
、

板
鼻
を
通
過
し
、
松
井
田
に
至
る
、
と
い
う
描
写
で

あ
る
。
山
名
か
ら
板
鼻
ま
で
の
道
の
り
が
は
っ
き
り

と
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
鏑
川
を

渡
る
と
山
名
に
到
着
す
る
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
鎌
倉
末
期
に
は
、
鎌
倉
か
ら
信
濃
善
光
寺

に
む
か
う
交
通
路
に
沿
っ
て
山
名
が
意
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
る
。
同
じ
こ
と
は
、
鎌
倉
末
期
に
肥
後

国
御
家
人
が
子
供
た
ち
に
先
祖
の
事
蹟
を
書
き
残
し

た
文
書
（
小
代
文
書
）
の
な
か
で
、
建
久
四
年
の
源

頼
朝
の
三
原
狩
に
際
し
、
武
蔵
国
御
家
人
小
代
行
平

が
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
「
上
野
国
山
名
ノ
宿
」
で
追
い

つ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
鎌
倉
末
期
に
は
山
名

は
「
山
名
の
宿
」
と
御
家
人
た
ち
に
意
識
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
三
原
は
信
濃
・
上
野
国
境
に
あ
り
、

源
頼
朝
は
碓
氷
峠
を
越
え
て
、
狩
に
む
か
っ
た
。
山

名
宿
は
鎌
倉
と
信
濃
を
結
ぶ
交
通
路
の
な
か
で
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
関
東
で
は
善
光
寺
信
仰
・
参
詣
が
盛

ん
と
な
り
、
一
遍
を
中
心
と
す
る
時
衆
の
人
々
は
遊

行
し
つ
つ
、
善
光
寺
詣
で
を
し
て
い
た
。
そ
の
た
め

交
通
路
に
そ
っ
て
、
時
衆
の
寺
が
つ
く
ら
れ
た
が
、

高
崎
市
域
の
板
鼻
宿
に
は
真
教
（
一
遍
の
弟
子
）
が

聞
名
寺
を
開
き
、
山
名
宿
に
は
一
鎮
が
光
台
寺
を
開

い
て
い
る
。
山
名
宿
光
台
寺
は
寺
伝
に
よ
れ
ば
正
慶

元
年
（
一
三
三
三
成
立
で
あ
り
、
神
奈
川
県
藤
沢

の
遊
行
寺
過
去
帳
に
は
南
北
朝
期
～
室
町
時
代
の
時

衆
僧
で
「
山
名
」
の
人
が
見
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く

光
台
寺
に
関
係
す
る
人
物
で
あ
ろ
う
。

こ
の
光
台
寺
は
現
在
地
に
移
る
前
は
、
字
「
道
城
」

（
道
場
）
に
所
在
し
た
。
こ
の
字
「
道
城
」
は
「
古

八
幡
」
（
中
世
の
山
名
八
幡
）
と
は
離
れ
て
い
る
が
、

鏑
川
沿
い
の
渡
河
地
点
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
。

中
世
の
光
台
寺
は
鏑
川
を
渡
っ
て
き
た
地
点
の
山
名

宿
の
入
り
口
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
略
図
参

昭
梱
）
◎山

名
宿
は
こ
う
し
て
、
鎌
倉
と
信
濃
（
善
光
寺
）

を
結
ぶ
陸
上
交
通
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
形
成
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
た
河
川
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ

8

ｆ
・
Ｉ



烏、川

［
中
世
の
山
名
郷
］

阿久津村

山
名
八
幡
宮

汗

霞
稲

西
浦
西
浦 →・

守
→・

守

光台寺

卍

中世の道
（想定）

～
逝域

鏑川

[．中
世の河川

（想定）

五
、
山
名
八
幡
宮
と
山
名
氏

南
北
朝
時
代
以
降
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
達
し

た
山
名
宿
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
の
が
山
名
八
幡
宮

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
山
名
八
幡
宮
に
対
し
て
山
名
氏

は
ど
う
接
点
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
時
あ
た

か
も
、
山
名
氏
は
本
国
（
上
野
国
）
を
去
り
、
京
都
・

西
国
の
大
大
名
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
時
期
で
あ
り
、

そ
の
山
名
氏
が
本
領
の
八
幡
宮
に
ど
の
よ
う
な
態
度

た
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鏑
川
と
鮎
川
が
合
流

す
る
地
点
に
近
く
山
名
宿
が
存
在
し
、
山
名
宿
の
な

か
に
は
「
西
浦
」
な
る
地
字
も
あ
る
。
山
名
宿
を
囲

む
よ
う
に
巡
る
川
は
、
舟
を
引
き
こ
む
目
的
で
、
人

の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
川
を
少
し
下
る
と
烏
川
と
合
流
す
る
が
、

こ
の
河
川
の
流
れ
は
上
野
国
守
護
安
達
氏
の
本
拠
た

る
玉
村
御
厨
角
渕
（
津
渕
）
に
到
る
。
こ
う
し
て
見

る
と
、
山
名
宿
は
西
上
洲
に
源
を
発
つ
す
る
河
川
の

合
流
点
に
あ
た
り
、
水
上
交
通
の
要
衝
の
一
つ
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

9山名氏と山名郷・山名八幡宮(山本）
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を
と
っ
て
い
た
か
、
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

山
名
八
幡
宮
の
聖
・
俗
権
力
を
担
う
の
は
別
当
職

で
あ
る
が
、
こ
の
別
当
職
の
坊
地
が
貞
治
三
年
三
月

上
杉
憲
春
に
よ
っ
て
寄
進
（
実
態
は
安
堵
）
さ
れ
た

（
蜷
川
文
書
）
。
上
杉
憲
春
は
上
杉
氏
当
主
で
あ
り
、

こ
の
時
上
野
国
守
護
兼
関
東
管
領
と
し
て
、
関
東
地

方
に
権
勢
を
築
い
て
い
た
。
山
名
八
幡
別
当
職
も
、

こ
の
上
杉
氏
に
接
近
し
て
、
そ
の
地
位
の
保
護
を
求

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
別
当
職
は
山
名
惣

領
家
と
の
接
触
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
。

奥
平
土
佐
法
眼
御
房
は
貞
治
五
年
正
月
二
十
九
日

山
名
八
幡
宮
別
当
職
に
任
命
さ
れ
、
永
和
元
年
に
は

式
部
阿
闇
梨
御
房
に
そ
の
地
位
を
譲
っ
て
い
る
（
蜷

川
文
書
）
。
式
部
阿
闇
梨
は
そ
の
譲
状
に
も
と
づ
い

て
、
山
名
師
義
か
ら
同
年
、
山
名
八
幡
宮
別
当
職
を

安
堵
さ
れ
て
い
る
（
同
前
）
。
奥
平
土
佐
法
眼
を
任

命
し
た
人
物
も
お
そ
ら
く
山
名
氏
の
誰
か
で
あ
ろ
う
。

ま
た
山
名
八
幡
宮
の
様
々
な
行
事
・
祭
礼
を
支
え

る
集
団
と
し
て
供
僧
衆
が
い
た
が
、
こ
れ
も
山
名
氏

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
る
。
暦
応
三
年
二
三
四

○
）
十
一
月
十
九
日
重
弁
寄
進
状
に
よ
れ
ば
（
蜷
川

文
書
）
「
上
野
国
山
名
郷
八
幡
宮
大
般
若
免
供
僧
職

一
口
」
が
山
名
伊
豆
守
（
時
氏
）
よ
り
仰
せ
下
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
応
安
三
年
に
は
「
山
名
郷
八
幡
宮
一

分
供
僧
職
」
に
大
輔
律
師
泰
賢
が
任
命
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
任
命
者
も
、
お
そ
ら
く
は
山
名
氏
の
誰
か

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
山
名
氏
は
京
都
政
界
に
地
歩
を
固

め
、
西
国
に
権
勢
を
築
い
た
時
氏
の
時
代
以
降
も
、

本
領
た
る
上
野
国
山
名
郷
八
幡
宮
の
神
官
を
任
命
し

つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
が
、
山

名
氏
に
と
っ
て
も
、
山
名
八
幡
に
と
っ
て
も
、
必
要

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
や
ま
も
と
た
か
し
筑
波
大
学
教
授
） 、
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は
じ
め
に

り
ょ
う
ど
ん
じ

拐
厳
寺
に
伝
来
す
る
山
名
時
熈
像
は
、
恐
ら
く
現

存
す
る
唯
一
の
時
熈
の
肖
像
画
で
あ
ろ
う
。
歴
史
上

時
熈
以
上
に
著
名
な
存
在
で
あ
る
山
名
宗
全
の
肖
像

画
の
伝
わ
る
こ
と
を
聞
か
な
い
。
ま
た
、
他
の
山
名

一
族
の
人
々
の
肖
像
画
も
極
め
て
少
な
い
よ
う
で
あ

る
。
近
世
に
入
っ
て
山
名
豊
国
像
以
降
は
、
か
な
り

伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
多
分
、
村
岡

藩
主
山
名
家
に
伝
存
し
て
来
た
と
考
え
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
中
世
山
名
氏
の
肖
像
画
と
し
て
も
、

極
め
て
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
浜
坂
の
枅

厳
寺
に
伝
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
そ
れ

程
知
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
も
あ
る
。

拐
厳
寺
に
は
、
こ
の
山
名
時
熈
像
の
他
に
、
も
う

「
山
名
時
熈
像
」
と
そ
の
人
物

三
点
の
肖
像
画
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
仏
国

国
師
（
高
峰
顕
日
）
像
、
南
漠
昌
運
像
、
そ
し
て
、

夢
窓
国
師
像
で
、
い
づ
れ
も
兵
庫
県
の
文
化
財
指
定

を
受
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
三
点
は
と
も
に
拐
厳

寺
開
創
に
ゆ
か
り
の
深
い
禅
僧
達
で
、
武
将
像
は
山

名
時
熈
像
の
み
に
す
ぎ
な
い
。
時
熈
も
拐
厳
寺
に
と
つ

だ
ん
の
っ

て
は
、
極
め
て
重
要
な
檀
越
で
、
多
く
の
寺
領
を
寄

進
す
る
な
ど
、
寺
運
の
隆
盛
に
、
大
い
に
こ
れ
努
め

た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
時
熈
の
肖
像
を
描

か
せ
寺
に
伝
え
た
の
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
拐
厳
寺
の
四
画
像
は
、
仏
国
国
師
像
を
除

く
三
点
は
、
い
づ
れ
も
傷
み
が
見
ら
れ
る
。
中
で
も

夢
窓
国
師
像
は
、
傷
み
が
大
き
い
。
南
漠
昌
運
像
も

画
面
右
側
が
大
き
く
破
損
し
て
い
る
が
、
幸
い
画
像

、

~

木
村
重
圭

（
倉
敷
芸
術
科
学
大
学
教
授
）

山名時煕像とその人物（木村）11
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「
山
名
時
熈
像
」
に
つ
い
て

山
名
時
熈
像
は
、
剃
髪
に
架
沙
掛
け
の
法
体
で
描

か
れ
て
い
る
。
右
手
に
扇
を
持
ち
右
を
向
い
て
坐
る

姿
で
、
実
に
堂
々
た
る
体
躯
を
誇
り
、
さ
す
が
山
陰

の
雄
山
名
時
熈
の
面
影
を
妨
佛
と
さ
せ
て
く
れ
る
。

残
念
な
が
ら
顔
の
部
分
の
剥
落
が
、
か
な
り
進
行
し

眉
・
目
・
鼻
・
口
な
ど
、
鮮
明
さ
に
欠
け
る
。
と
は

い
え
、
全
体
的
な
風
貌
は
実
に
よ
く
伝
え
て
い
る
。

図
上
に
は
、
時
熈
自
筆
の
次
の
と
お
り
の
賛
が
あ

胎
即
一
″
、

は
衣
の
部
分
が
一
部
欠
失
し
て
い
る
に
と
ど
ま
つ
、
て

い
る
。
そ
し
て
、
山
名
時
熈
像
も
、
画
絹
の
左
右
両

側
が
波
紋
状
に
欠
失
し
、
補
絹
さ
れ
て
い
る
・
・
し
か

り

し
、
画
像
に
は
全
く
影
響
が
な
い
の
が
幸
運
で
あ
っ

た
。

こ
れ
ら
は
、
共
に
湿
気
に
よ
る
画
絹
の
破
損
で
、

長
い
歴
史
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
寺
運
の
盛
衰
と

共
に
幾
星
霜
を
過
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た

歴
史
の
一
コ
マ
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

‐

丹
青
用
尽
絵
虚
空

赤
肉
団
頭
万
化
中

郡
咲
文
殊
多
転
智

拐
厳
会
上
選
円
通

拐
厳
寺
太
初
長
老
画

予
寿
像
以
求
拙
賛
執
筆

四
句
偶
付
之

正
長
元
年
戊
申
重
陽
前
日

巨
川
常
熈

と
記
し
て
い
る
。
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
九
月
八

日
、
時
熈
六
十
二
歳
の
寿
像
と
知
ら
れ
る
。
時
熈
は

永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
六
十
九
歳
で
残
し
て
い
る

の
で
、
そ
の
七
年
前
の
姿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
サ

イ
ン
の
「
巨
川
常
熈
」
は
、
時
熈
の
法
号
で
あ
る
。

こ
の
像
は
、
拐
厳
寺
の
二
世
太
初
周
廓
の
求
め
に
応

じ
て
着
賛
し
た
。
太
初
周
廓
は
拐
厳
寺
の
大
壇
越
で

あ
り
、
但
馬
の
守
護
で
も
あ
っ
た
山
名
時
熈
を
、
寺

の
守
本
尊
の
様
な
心
づ
も
り
で
肖
像
を
求
め
た
の
で

あ
ろ
う
。
当
然
、
都
の
本
山
ゆ
か
り
の
絵
師
に
依
頼

し
て
描
か
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
肖
像
画
の
多

12



く
が
、
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
残
念
な
が
ら
絵
師
の
名

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
絵
の
完
成
度
か
ら

見
て
も
、
か
な
り
の
絵
師
の
手
に
な
る
こ
と
が
わ
か

る
。
同
時
に
生
前
の
時
凝
は
、
ま
さ
に
こ
の
風
貌
の

人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
五
五
○
年
の
歳
月
を
隔
て
て

今
日
の
我
々
の
前
に
、
山
名
時
熈
そ
の
人
が
端
座
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

応
永
三
十
五
年
（
一
四
二
八
）
は
、
四
月
二
十
七

日
に
正
長
と
改
元
さ
れ
た
。
そ
の
年
の
「
重
陽
前
一

日
」
と
あ
り
、
九
月
八
日
の
着
賛
と
知
ら
れ
る
。
な

や
ま
い

お
、
こ
の
年
は
都
で
〃
三
日
病
“
と
い
う
の
が
流
行

し
、
時
熈
も
そ
の
た
め
四
月
の
中
旬
に
は
病
い
に
ふ

せ
っ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

よ
う
や
く
七
月
の
こ
ろ
に
は
回
復
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
七
月
一
九
日
に
将
軍
足
利
義
教
が
山
名
邸
で

の
相
撲
を
観
覧
し
て
い
る
。
こ
れ
も
当
時
の
記
録
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
全
快
祝

い
の
宴
の
一
興
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

こ
の
山
名
時
煕
像
は
、
正
に
そ
の
九
月
八
日
の
着

賛
と
な
り
、
病
に
倒
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
い
た

文
化
人
時
熈

時
熈
は
室
町
幕
府
足
利
将
軍
を
支
え
る
侍
所
別
当
、

即
ち
、
四
職
家
の
惣
領
と
し
て
歴
史
の
表
舞
台
で
活

躍
し
た
武
人
で
あ
り
政
治
家
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
一
方
で
は
文
化
人
と
し
て
も
多
彩
な
足
跡
を
残

し
て
い
る
。

和
歌
・
連
歌
・
詩
等
に
も
深
い
造
詣
を
示
し
て
お

り
へ
数
々
の
作
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
永
享
四
年

太
初
周
廓
が
、
急
い
で
画
像
を
描
か
せ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
幸
い
病
癒
え
た
の
を
祝
し
て
時
熈
に

み
ほ
と
け

賛
を
求
め
た
。
時
熈
も
自
か
ら
の
全
快
を
御
仏
に
感

謝
す
る
気
持
を
十
分
に
込
め
て
、
筆
を
握
っ
た
も
の

と
想
像
さ
れ
る
。
賛
偶
中
の
「
赤
肉
団
頭
万
化
中
」

は
こ
う
い
っ
た
自
身
の
病
を
得
、
そ
し
て
全
快
し
た

こ
と
を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
時
熈
像
は
大
病
後
に
着
賛
さ
れ
た

も
の
で
、
多
分
、
京
都
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
頃
の
時
熈
の
動
勢
か
ら
見
て
も
、
京

都
の
山
名
邸
に
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
い
。
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蕊

（
一
四
三
三
九
月
、
将
軍
足
利
義
教
は
諸
大
名
を

連
れ
て
”
富
士
遊
覧
々
に
出
か
け
た
。
こ
の
折
り
将

軍
義
教
を
は
じ
め
、
随
行
し
た
諸
大
名
達
は
、
富
士

山
、
三
保
の
松
原
、
清
見
寺
を
テ
ー
マ
に
、
盛
ん
に

歌
を
詠
ん
で
い
る
。
時
熈
も
六
十
六
歳
の
高
齢
に
も

か
か
わ
ら
ず
随
行
し
、
と
も
に
多
く
の
歌
を
詠
ん
だ

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
飛
鳥
井
雅
世
が
撰
し
た
勅
撰

集
『
新
続
古
今
和
歌
集
」
に
は
、
時
凝
の
歌
一
首
が

収
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
将
軍
を
中
心
に
催
さ
れ
る
度
々
の
連
歌
の

会
や
、
和
歌
の
会
に
も
常
に
出
席
し
、
詩
歌
の
世
界

で
も
中
々
の
活
躍
振
り
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
当

時
の
足
利
将
軍
を
中
心
と
し
た
、
室
町
時
代
の
文
化

的
な
時
代
世
相
の
中
に
生
き
た
武
将
と
し
て
必
要
な

教
養
の
一
端
で
あ
っ
た
。
室
町
幕
府
は
一
方
に
公
卿

達
と
と
も
に
交
り
宮
廷
分
化
を
継
承
し
つ
つ
、
も
う

一
方
で
は
相
国
寺
を
中
心
と
し
た
五
山
の
禅
宗
文
化

を
担
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
文
化
環
境
の
中
に
あ
っ

た
将
軍
家
を
補
佐
す
る
大
名
達
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
様
々

の
文
化
的
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
時
熈
も
そ
ん
な
武
将
の
一
人
で
へ
先
に
見
た
和

ふ
り
中
う

歌
・
連
歌
以
外
に
も
、
能
楽
、
風
流
、
蹴
鞠
等
々
に

も
通
じ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
一
。

そ
の
一
端
の
現
わ
れ
が
、
絵
巻
物
の
詞
を
書
い
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
絵
巻
は
京
都
の
清
涼
寺

に
伝
わ
る
重
要
文
化
財
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」
で

あ
る
。
上
下
二
巻
か
ら
な
る
こ
の
絵
巻
は
、
上
巻
が

詞
九
段
、
絵
九
段
、
下
巻
が
詞
八
段
、
絵
八
段
か
ら

な
り
、
制
作
年
は
各
段
の
詞
の
書
写
日
付
よ
り
、
応

永
二
十
一
年
（
一
四
一
四
）
に
は
完
成
し
て
い
た
と

見
ら
れ
て
い
る
。

各
巻
の
詞
書
筆
者
は
、
上
巻
々
頭
は
後
小
松
天
皇

の
哀
筆
、
第
一
・
二
・
三
段
は
妙
法
院
堯
仁
親
王
、

第
四
段
は
青
蓮
院
義
円
准
后
（
後
の
室
町
幕
府
六
代

将
軍
足
利
義
教
）
、
第
五
段
は
大
納
言
二
条
持
基
、

第
六
段
は
相
国
寺
郭
隠
恵
奈
、
七
観
音
院
聖
意
、

円
満
院
大
僧
正
尊
経
、
第
七
段
は
参
議
右
中
将
清
水

谷
実
秋
、
第
八
段
は
権
僧
正
東
院
光
暁
、
第
九
段
権

大
僧
正
尊
勝
院
経
弁
。
絵
の
筆
者
は
第
一
段
は
六
角

寂
済
、
第
三
段
は
粟
田
口
隆
光
、
第
四
・
五
段
は
藤
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原
光
国
、
第

六
段
は
土
佐

行
広
、
第
八

段
は
法
眼
永

春
で
あ
る
。

下
巻
の
詞

は
、
巻
頭
が

将
軍
足
利
義

持
、
第
一
段

は
実
乗
院
桓

教
、
第
二
段

は
細
川
満
元
、

第
三
段
が
山

名
時
熈
、
第

四
段
は
赤
松

義
則
、
第
五

段
は
（
不
盟
、

第
六
段
は
六

角
満
高
、
第

七
段
は
聖
護

院
道
意
、
第
八
段
烏
丸
道
孝
。
絵
は
第
一
・
二
段
は

夕

春
日
行
秀
、
第
七
段
は
法
眼
永
春
、
土
佐
行
広
、
第

八
段
は
春
日
行
秀
等
の
人
々
で
あ
る
。

こ
の
詞
・
絵
の
筆
者
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

後
小
松
天
皇
、
将
軍
足
利
義
持
を
頂
点
に
し
て
、
当

時
の
宮
廷
、
幕
府
、
僧
侶
達
の
ト
ッ
プ
の
面
々
が
筆

を
把
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻

は
融
通
念
仏
宗
の
開
祖
で
あ
る
良
忍
（
一
○
七
三
～

二
三
二
）
に
ま
つ
わ
る
宗
教
的
な
内
容
で
あ
っ
て
、

必
し
も
詞
を
書
い
た
筆
者
達
と
関
係
の
あ
る
も
の
で

は
な
い
。
絵
巻
を
制
作
し
た
大
坂
大
念
仏
寺
の
僧
良

鎮
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
筆
者
が
選
ば
れ
、
そ
し
て
、

頼
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

詞
書
の
筆
者
の
内
、
武
将
は
時
の
将
軍
足
利
義
持
、

後
に
将
軍
と
な
る
足
利
義
教
、
細
川
満
元
、
赤
松
義

則
、
六
角
満
高
、
そ
れ
に
山
名
時
熈
で
あ
る
。
い
づ

れ
も
当
時
の
幕
府
の
中
心
に
あ
っ
た
最
重
要
人
物
ば

か
り
。
こ
の
頃
の
他
の
絵
巻
を
見
わ
た
し
て
も
、
こ

う
い
っ
た
人
物
に
ま
で
も
、
詞
書
を
依
頼
し
た
例
の

伝
存
す
る
こ
と
を
聞
か
な
い
。

15山名時煕像とその人物（木村）



’

、

時
熈
は
詞
書
う
最
後
に

応
剛
廿
…
年
三
月
十
五
日
依
良
鎮

山
名
殿
（
別
錐
）

所
望
姻
真
居
士
常
熈
書
之

と
署
名
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
時
熈
は
、
応
永
二

十
一
年
（
一
四
一
四
）
三
月
十
五
日
に
良
鎮
の
依
頼

に
よ
っ
て
書
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
三
月
と

い
う
の
は
、
絵
巻
の
全
筆
者
の
内
で
、
最
も
早
い
日
・

付
で
あ
る
。
錨
真
居
士
“
と
は
、
時
熈
の
号
で
、

後
に
触
れ
る
「
芭
蕉
夜
雨
図
」
の
賛
で
は
〃
獺
真
子
“

と
書
い
て
い
る
。
”
蝋
々
と
”
獺
“
は
同
じ
字
で
、

〃
ラ
ン
“
と
読
み
”
お
こ
た
る
“
と
い
う
意
味
。
当

時
の
禅
僧
達
も
時
折
り
号
に
使
っ
て
い
る
の
が
見
ら

れ
る
。
恐
ら
く
は
、
自
分
の
勤
勉
さ
、
真
面
目
さ
に

対
す
る
裏
返
し
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

時
熈
は
こ
の
年
四
十
八
歳
、
詞
を
書
く
直
前
の
三

月
十
二
日
に
は
侍
所
別
当
と
な
っ
て
お
り
、
将
軍
足

利
義
持
は
度
々
山
名
邸
に
渡
り
、
そ
の
信
認
の
厚
か
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
幕
府
の
要
と
し
て
の
重
席
を

荷
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
点
、
時
熈
の
文
化
方
面
の
足
跡
を
伝
え
る

作
品
が
あ
る
。
「
芭
蕉
夜
雨
図
」
（
重
文
、
東
京
国
立

博
物
館
蔵
）
へ
の
着
賛
で
あ
る
。
「
芭
蕉
夜
雨
図
」

は
、
室
町
時
代
の
詩
画
軸
の
代
表
作
中
の
代
表
作
と

し
て
著
名
な
作
品
。
図
上
に
十
五
名
の
賛
が
あ
り
、

十
三
人
は
禅
僧
で
、
た
だ
一
人
武
将
で
あ
る
時
熈
が

加
わ
っ
て
い
る
。
美
術
史
の
研
究
者
の
間
で
は
、
早

く
か
ら
時
熈
着
賛
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
山
名

氏
研
究
者
の
間
に
ど
れ
程
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
手
元
の
時
熈
関
係
の
書
物
中
に
触
れ
て

あ
る
も
の
を
見
な
い
。

「
芭
蕉
夜
雨
図
」
は
、
現
在
は
一
幅
の
掛
幅
装
で
、

絵
の
部
分
は
全
体
の
約
四
分
の
一
で
、
そ
の
上
の
四

分
の
三
は
十
五
人
の
賛
が
書
か
れ
て
い
る
。
画
面
右

下
の
川
の
そ
ば
、
茅
屋
の
裏
手
に
芭
蕉
が
描
か
れ
、

太
白
真
玄
の
序
に
「
（
前
略
）
唯
、
蒲
々
た
る
夜
の

又
た
夜
、
相
思
し
て
堪
う
る
者
は
、
其
れ
芭
蕉
の
秋

雨
か
。
（
下
略
と
と
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
惟
肖
得

巌
の
序
、
及
び
詩
に
「
芭
蕉
夜
雨
」
「
題
芭
蕉
秘
雨

軸
後
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
芭
蕉
夜
雨
図
」
と
呼
ば

れ
て
来
た
。
図
は
秋
の
夜
の
雨
が
芭
蕉
の
葉
を
た
た
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い
て
い
る
姿
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ

れ
応
永
詩
画
軸
中
の
屈
指
の
名
作
と
し
て
、
昔
か
ら

有
名
で
あ
る
。

こ
の
図
上
に
は
十
五
名
が
賛
を
施
し
て
お
り
、
そ

の
内
の
十
三
人
が
、
京
都
の
五
山
の
詩
僧
た
ち
で
あ

る
。
い
づ
れ
も
名
高
き
詩
僧
の
面
々
。
武
将
で
あ
る

時
熈
が
た
だ
一
人
加
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
も
う
一
人

の
異
色
は
梁
需
で
あ
る
。
彼
は
足
利
義
持
が
将
軍
と

な
っ
た
こ
と
を
祝
う
た
め
の
使
節
と
し
て
来
朝
し
て

い
た
。
賛
に
は
「
朝
鮮
国
奉
礼
使
通
政
大
夫
礼
曹
左

参
議
集
賢
殿
学
士
梁
需
題
」
と
署
名
し
て
い
る
。
ま

た
、
「
永
楽
八
年
八
月
日
」
と
書
し
て
お
り
、
応
永

十
七
年
（
一
四
一
○
）
八
月
と
知
ら
る
。
時
に
時
熈

芭蕉夜雨図
(東京国立博物館蔵）

四
十
四
歳
。

ま
た
、
惟
肖
得
巌
の
後
題
に
も
「
庚
寅
季
夏
」
と

あ
っ
て
、
〃
庚
寅
“
は
応
永
十
七
年
に
あ
た
る
。
季

夏
は
六
月
で
、
梁
需
よ
り
二
ヶ
月
ほ
ど
早
い
。

こ
う
し
た
多
く
の
詩
僧
ら
の
中
に
、
山
名
時
熈
が

加
わ
っ
た
。
時
熈
の
賛
詩
は

□
□
□
口
客
枕
驚

使
人
一
夜
最
多
情

尋
常
慣
聰
□
□
□

口
到
芭
蕉
有
比
声

右
金
吾
獺
真
子

と
あ
る
。
□
は
本
紙
が
欠
失
し
て
い
て
文
字
が
消
え

て
い
る
部
分
。
〃
客
枕
“
は
遠
来
の
客
梁
需
を
指
す

と
解
釈
さ
せ
て
い
る
。
〃
右
金
吾
″
は
、
〃
右
衞
門

督
〃
の
唐
名
で
あ
り
、
時
熈
の
そ
の
時
の
官
職
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

賛
詩
は
残
念
な
が
ら
一
部
欠
失
し
て
い
る
が
、
今

日
伝
わ
る
時
熈
の
詩
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ

う
。
室
町
時
代
の
水
墨
画
に
は
、
賛
を
伴
う
作
品
は

極
め
て
多
く
現
存
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
賛
者
は
ほ
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P

ぼ
五
山
の
詩
僧
に
限
ら
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
に
、
当

時
の
中
国
や
朝
鮮
か
ら
来
朝
し
て
い
た
人
物
も
見
ら

れ
る
。
本
図
の
梁
需
の
よ
う
に
。
だ
が
、
そ
れ
も
わ

ず
か
数
例
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
公
卿
の
一
条
兼
良
は

二
点
が
知
ら
れ
る
。
所
が
武
将
に
到
っ
て
は
、
管
見

に
及
ん
だ
の
は
、
本
図
の
山
名
時
熈
の
み
で
あ
っ
た
。

筆
者
の
目
に
触
れ
て
い
な
い
作
品
や
、
す
で
に
滅
ん
－

で
し
ま
っ
た
作
品
等
々
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
だ
が

武
将
着
賛
が
少
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
恐

ら
く
は
、
五
山
で
そ
の
名
を
謡
わ
れ
た
詩
僧
た
ち
に

互
し
て
、
自
作
の
詩
を
詠
む
だ
け
の
自
信
の
あ
る
人

は
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
殆
ど

い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
中

で
、
時
熈
の
位
置
は
、
極
め
て
大
き
な
存
在
と
な
り
、

詩
人
山
名
時
熈
の
姿
が
、
別
の
角
度
か
ら
浮
び
上
っ

て
来
る
こ
と
と
な
る
。

時
熈
は
禅
宗
に
深
く
帰
依
し
、
京
都
南
禅
寺
の
栖

真
院
、
奈
良
片
岡
の
達
磨
寺
、
さ
ら
に
、
領
国
但
馬

の
大
明
寺
、
円
通
寺
、
大
同
寺
、
そ
し
て
、
拐
厳
寺

と
、
大
く
の
禅
寺
の
外
護
に
つ
と
め
て
い
る
。
時
熈

こ
こ
で
は
、
「
山
名
時
熈
像
」
を
中
心
に
し
て
、

彼
の
文
化
人
の
一
面
に
触
れ
て
み
た
。
室
町
幕
府
足

利
将
軍
義
満
、
義
持
、
義
量
、
義
教
の
四
代
に
仕
え
、

そ
の
動
勢
を
も
左
右
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
武
将
、
政
治
家
と
し
て
の
表
面
だ
っ
た
姿
の
一
方

で
は
、
文
化
人
時
熈
の
姿
が
あ
っ
た
。
禅
宗
の
外
護

者
と
し
て
何
ヶ
寺
も
の
禅
宗
寺
院
の
保
護
に
つ
と
め
、

さ
ら
に
は
、
五
山
の
詩
僧
た
ち
と
と
も
に
、
詩
文
の

応
酬
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

幕
府
の
中
枢
に
あ
っ
て
、
日
々
心
身
の
休
ま
る
こ

は
剃
髪
し
て
、
”
常
熈
“
〃
巨
川
“
”
巨
川
居
士
“

と
称
し
、
五
山
の
詩
僧
た
ち
と
深
い
交
友
を
続
け
た
。

そ
の
結
果
の
一
端
が
、
本
図
へ
の
着
賛
と
い
え
よ
う
。

他
に
も
、
当
時
の
詩
僧
の
詩
文
集
に
は
、
何
点
も

の
時
熈
の
詩
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

京
都
五
山
の
詩
僧
に
互
し
て
、
一
流
の
詩
人
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
解
し
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

お
わ
り
に

18



そ
う
し
た
超
一
流
の
文
化
人
で
も
あ
っ
た
山
名
時

熈
の
生
前
の
姿
を
、
こ
の
画
像
は
実
に
よ
く
伝
え
て

い
る
も
の
と
見
て
い
る
。

際
燦
然
と
輝
く
存
在
で
あ
っ
た
。

と
の
な
い
激
務
の
連
続
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ

ん
な
時
熈
の
心
を
静
め
、
身
を
安
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
が
、
禅
と
文
雅
の
世
界
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
逃
避
の
世
界
で
は
な
く
、

極
め
て
真
面
目
な
取
り
組
み
方
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ

る
。
そ
の
結
果
が
、
和
歌
・
連
歌
の
世
界
で
の
活
躍

で
あ
り
、
絵
巻
の
詞
書
の
筆
者
に
選
ば
れ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
、
「
芭
蕉
夜
雨
図
」
へ
の
着
賛
と
、

当
時
の
多
く
の
文
化
的
大
名
の
中
に
あ
っ
て
も
、
一

、

19山名時煕像とその人物（木村）
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山
名
勝
豊
は
、
因
幡
守
護
所
た
る
布
施
城
の
創
始

者
と
し
て
人
口
に
贈
炎
し
て
い
る
。
し
か
し
勝
豊
の

事
績
は
明
確
で
な
く
、
勝
豊
の
存
在
す
ら
あ
や
ぶ
む

考
え
も
あ
る
。
従
来
、
勝
豊
の
事
績
を
示
し
た
典
拠

は
「
陰
徳
太
平
記
』
お
よ
び
「
因
幡
民
談
記
』
含
稲

場
民
談
記
」
）
の
両
書
を
初
め
と
し
、
の
ち
に
『
因

幡
志
」
な
ど
計
三
書
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
史
料
・

出
典
が
明
確
で
な
く
史
実
と
し
て
の
正
確
性
に
欠
け

る
記
述
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
事
は
三
書
の
価

値
を
低
め
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
勝
豊
の
存
在
・
系
譜
・
事
績
の
三
点
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
進
め
て
室
町
中
期
に
お
け
る

山
名
勝
豊
に
つ

は
じ
め
に

い

て

“

一
、
勝
豊
実
在
の
徴
証

い
わ
ゆ
る
一
等
史
料
に
お
い
て
山
名
勝
豊
を
確
認

出
来
る
の
は
「
經
覚
私
要
鋭
』
の
「
宝
徳
二
年
三
月

三
十
日
条
」
で
あ
る
。

一
、
去
廿
日
於
室
町
殿
鞠
會
在
之
散
条

公
卿

（
唐
僑
在
昼
）
実
雅

宰
相
中
将
殿
帥
大
納
言
殿
Ｉ
（
削
嚇
）
Ｉ

殿
上
人

山
科
内
蔵
頭
阿
野
中
将
・

顕
言
朝
臣
公
熈
朝
臣
ｌ
（
削
卿
）
Ｉ

布
衣
輩

細
川
兵
部
少
輔
同
右
馬
助
山
名
左
衛
門
佐
赤
松
布
馬
伊
勢
備
中

成
之
成
賢
勝
豊
元
家
貞
親

勝
豊
の
意
義
・
後
世
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
問
題
点
を

含
め
て
考
え
て
み
た
い
。

小
一

坂
博
之
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こ
れ
は
「
宝
徳
二
年
三
月
二
十
日
室
町
殿
鞠
会
散

状
」
と
で
も
称
す
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
宝
徳
二
年

（
一
四
五
○
）
三
月
二
十
日
、
室
町
殿
す
な
わ
ち
室

シ
ケ

町
幕
府
八
代
将
軍
足
利
義
成
（
の
ち
の
義
政
）
邸
に

お
い
て
開
催
さ
れ
た
鞠
会
す
な
わ
ち
蹴
鞠
の
会
に
競

技
者
二
十
六
人
中
の
一
員
と
し
て
「
布
衣
輩
、
山
名

左
衛
門
佐
勝
豊
」
の
名
が
明
記
し
て
あ
る
。
「
布
衣

輩
」
と
は
「
狩
衣
を
着
し
た
階
級
の
者
」
、
こ
こ
で

は
武
家
階
級
を
代
表
し
て
「
公
卿
・
殿
上
人
・
賀
茂

輩
（
社
家
）
」
の
三
階
級
と
共
に
競
技
し
て
い
る
事

に
な
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
「
散
状
」

に
雌
樺
歳
縦
門
偉
鍾
鮮
呈
を
確
認
出
来
る
の
み
で
あ
る

同
舎
弟

平
貞
藤

賀
茂
輩

松
下
子

夏
久
縣
主
秀
久
縣
輝
久
宮
久

已
上
鞠
人
數
廿
六
人

見
證
座

舞
一
遥
蓋
莞
電
‐
（
鍔
‐

三
月
廿
日

が
、
宝
徳
二
年
当
時
、
勝
豊
の
存
在
は
確
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
勝
豊
の
存
在
を
確
認
し
た
の
は
、
従
来
、

一
等
史
料
に
お
い
て
勝
豊
の
存
在
を
確
証
し
た
論
考

が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
等
史
料
以
下
に
お
い
て
勝
豊
が
あ
ら
わ
れ
る
の

は
次
の
諸
書
で
あ
る
。
「
出
石
宗
鏡
寺
本
山
名
系
図
」

（
２
）

「
但
馬
村
岡
池
田
家
本
山
名
系
図
」
「
続
群
書
類
従
本

山
名
系
図
」
「
尊
卑
分
脈
山
名
系
図
」
「
寛
政
重
修
諸

（
３
）

家
譜
山
名
系
図
」
「
稲
場
民
談
記
本
山
名
系
図
」
そ

の
他
の
「
山
名
系
図
」
『
陰
徳
太
平
記
』
『
因
幡
志
』

『
但
馬
村
岡
山
名
家
譜
』
。
こ
れ
ら
諸
書
中
の
勝
豊
に

つ
い
て
の
記
述
は
、
そ
の
典
拠
が
明
確
で
な
く
、
し

た
が
っ
て
史
料
批
判
を
加
え
た
上
で
な
い
と
史
料
と
動

し
て
、
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
事
が
出
来
な
い
。

博坂

勝
豊
の
実
在
は
確
認
出
来
た
が
、
次
に
は
、
そ
の
仲

生
存
期
間
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
生
てし

年
、
没
年
を
示
す
直
接
的
な
史
料
が
見
出
せ
ず
、
し
っに

た
が
っ
て
間
接
的
な
史
料
に
基
い
て
推
測
し
て
み
た
豊

い
。
宝
徳
二
年
（
一
四
五
○
）
当
時
の
勝
豊
の
年
齢
柵

は
、
明
確
で
な
い
も
の
の
、
同
年
三
月
二
十
日
に
行
山２１
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わ
れ
た
室
町
殿
鞠
会
に
「
布
衣
輩
」
と
し
て
参
会
競

技
し
た
六
名
の
顔
触
か
ら
推
測
す
る
事
は
可
能
で
あ

ろ
う
。

シ
ゲ

Ｏ
細
川
兵
部
少
輔
成
之
。
細
川
讃
岐
守
持
常
の
猶
子
。

彼
は
布
衣
輩
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
理

由
は
、
管
領
家
細
川
一
族
に
出
自
を
も
つ
こ
と
に
よ

る
。
宝
徳
二
年
二
月
十
八
日
兵
部
少
輔
任
、
従
五
位

下
、
阿
波
・
三
河
守
護
。
成
之
の
父
、
持
常
は
去
年

の
宝
徳
元
年
十
二
月
十
七
日
に
行
年
四
十
一
歳
で
没

し
て
い
ふ
が
弟
の
子
成
之
は
猶
子
と
し
て
そ
の
遺
跡

を
つ
ぎ
の
ち
に
は
管
領
代
を
つ
と
め
た
。

Ｏ
細
川
右
馬
助
成
賢
。
成
賢
は
、
当
時
、
前
管
領
細

川
勝
元
の
弟
、
勝
元
は
宝
徳
二
年
当
時
数
え
年
二
十

一
歳
、
成
賢
は
十
四
歳
で
あ
る
。

○
赤
松
有
馬
元
家
は
、
い
わ
ゆ
る
四
職
家
赤
松
一
族

で
摂
津
国
有
馬
郡
を
領
し
た
。
将
軍
義
成
近
侍
の
者
。

○
伊
勢
備
中
守
貞
親
は
将
軍
義
成
の
養
育
係
、
政
所

執
事
な
ど
を
の
ち
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
「
伊
勢
貞

親
家
訓
」
の
著
者
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
応
永
二

十
四
年
（
一
四
一
七
）
生
、
宝
徳
二
年
当
時
三
十
三

‐

歳
、
家
を
継
い
だ
の
は
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
で
、

義
成
（
政
）
の
絶
大
な
信
任
を
得
て
幕
府
の
実
権
を

把
握
し
て
い
る
。
貞
藤
は
貞
親
の
弟
で
あ
る
が
、
の

ち
の
北
条
早
雲
と
の
説
も
あ
瀧
α

こ
れ
ら
布
衣
輩
は
経
歴
か
ら
み
て
も
、
出
身
か
ら

み
て
も
、
い
ず
れ
も
幕
府
の
要
人
の
子
弟
で
宝
徳
二

年
当
時
の
年
齢
は
、
最
年
少
が
成
賢
の
十
四
歳
、
最

年
長
が
貞
親
の
三
十
三
歳
と
考
え
ら
れ
、
お
よ
そ
二

十
歳
台
前
後
の
若
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た

が
っ
て
山
名
勝
豊
も
こ
の
間
の
年
齢
で
あ
る
事
が
推

測
で
き
る
。
こ
の
事
は
、
勝
豊
の
官
位
官
職
が
従
五

位
上
左
衛
門
佐
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
類
推
で
き
る
。

左
衛
門
佐
は
、
受
領
で
い
え
ば
大
国
の
守
、
位
階
で

み
れ
ば
従
五
位
上
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
武
官
で
あ

る
。
こ
う
し
た
官
職
は
三
十
歳
前
後
の
者
と
す
る
傍

証
に
な
る
。
も
う
一
つ
の
傍
証
は
、
勝
豊
の
兄
と
考

え
ら
れ
る
山
名
教
豊
の
没
年
齢
で
あ
る
。
教
豊
は
但

馬
守
護
山
名
持
豊
（
宗
全
）
の
嫡
子
で
あ
る
が
、
応

仁
元
年
（
一
四
六
七
）
九
月
九
日
に
没
し
て
い
る
。

行
年
四
十
六
歳
、
と
す
れ
ば
年
齢
差
を
最
短
一
歳
違
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い
と
み
て
、
宝
徳
二
年
当
時
、
教
豊
二
十
九
歳
、
勝

豊
は
二
十
八
歳
と
い
う
事
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
勝

豊
の
宝
徳
二
年
当
時
の
年
齢
は
、
二
十
九
歳
未
満
で

あ
る
事
は
確
か
で
、
一
応
、
二
十
八
歳
を
最
上
限
と

す
る
と
、
勝
豊
の
生
年
は
応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）

（
６
）頃

の
事
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
応
永
三
十
年

以
降
の
応
永
年
間
、
す
な
わ
ち
表
現
的
に
は
、
応
永

年
間
末
の
生
ま
れ
と
い
え
よ
う
。

勝
豊
の
没
年
に
つ
い
て
は
、
『
經
覚
私
要
紗
』
享

徳
二
年
十
一
月
二
十
六
日
条
の
記
事
が
傍
証
と
な
る
。

こ
の
記
事
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

因
幡
國
兄
弟
所
論
也
、
國
ヲ
ハ
上
總
三
郎
弟
二
被

下
之
、
於
兄
者
被
追
失
云
々
、
以
此
分
落
居
了
、

目
出
，
く
・

勝
豊
の
没
年
を
推
定
す
る
と
い
う
観
点
よ
り
み
れ

ば
、
こ
の
記
事
は
主
な
二
つ
の
解
釈
と
、
そ
の
他
の

解
釈
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
、
上
総
三
郎
兄
弟
の
父

が
没
し
、
そ
の
遺
跡
（
因
幡
守
護
職
）
を
相
論
の
結

果
弟
で
あ
る
上
総
三
郎
が
継
ぎ
、
兄
は
失
脚
し
た
と

理
解
す
る
事
。
い
ま
一
つ
は
、
上
総
三
郎
兄
弟
の
父

は
、
す
で
に
没
し
て
お
り
、
因
幡
守
護
職
は
勝
豊
が

継
い
で
お
り
、
こ
の
勝
豊
が
没
し
て
、
そ
の
守
護
職

を
上
総
三
郎
が
継
承
し
た
と
す
る
解
釈
。
そ
の
他
の

解
釈
は
、
守
護
の
罷
免
あ
る
い
は
前
二
者
以
外
の
守

護
の
存
在
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
前
二
者
の

存
在
に
視
点
を
す
え
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
因
幡
守
護
山
名
上
総
三
郎
の
父
は
、
山
名

（
７
）

上
総
介
熈
高
で
あ
る
。
熈
高
の
因
幡
守
護
在
任
期
間

（
８
）
（
９
）

が
応
永
十
九
年
（
一
四
一
二
）
よ
り
文
安
元
年
（
一

四
四
四
）
ま
で
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
熈
高
の

子
の
う
ち
、
世
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
時
高
、
熈
高
、

熈
幸
、
政
康
の
四
名
で
あ
る
。
上
総
三
郎
は
、
こ
の

四
人
の
内
、
熈
幸
に
比
定
で
き
る
。
熈
幸
の
継
承
者
動

が
山
名
豊
高
で
、
豊
高
は
実
は
伯
耆
守
護
山
名
教
之
榊

の
三
男
だ
が
、
熈
幸
の
猶
子
と
い
て
因
幡
守
護
職
を
Ⅱ

継
承
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
豊
高
は
山
名
七
碇し

郎
豊
氏
と
同
一
人
で
あ
ろ
う
。
っに

熈
成
に
つ
い
て
は
『
東
海
踊
華
集
」
に
確
認
で
き
豊

る
。
す
な
わ
ち
、
応
永
二
一
十
三
年
二
月
二
十
一
日
、
柵

熈
成
は
山
名
満
時
の
七
周
忌
法
会
を
南
禅
寺
栖
真
院
山２３



陞
座

復
旧
應
永
三
十
三
年
太
歳
丙
午
二
月
二
十
一
日

京
師
受
住
孝
男
熈
成
、
蒐
値

皇
孝
栖
真
院
殿
欣
要
大
居
士
七
周
厳
忌
、

就
本
院
鳩
浄
侶
讃
謂
五
部
眞
詮
特
抽
法

華
妙
典
Ｉ
中
略
Ｉ
今
日
功
徳
主
孝
男

熈
成
阿
閣
鳳
雛
堀
桂
龍
種
売
称
令
子

令
孫
之
斯
待
１
以
下
省
略
ｌ

（
胴
）

山
名
満
時
は
但
馬
守
護
山
名
常
熈
蒔
熈
）
の
子
、

応
永
二
十
七
年
閏
正
月
二
十
二
日
に
没
し
て
い
る
。

「
康
富
記
』
同
日
条
に
「
山
名
修
理
大
夫
満
時
卒
事
、

晴
、
今
暁
山
名
修
理
大
夫
満
時
被
卒
、
此
三
年
被
違

例
、
虚
気
天
シ
病
云
々
、
二
十
五
歳
云
々
、
親
父
金

吾
禅
門
愁
歎
無
是
非
云
々
、
哀
他
々
々
・
」
と
あ
る

の
が
そ
れ
で
あ
る
。
熈
成
は
、
こ
の
満
時
の
猶
子
に

な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
熈
成
の
父
、
熈
高
も
常
熈
の

（
皿
）猶

子
で
あ
っ
た
。
因
幡
守
護
山
名
熈
高
は
但
馬
守
護

山
名
常
熈
の
実
の
子
同
様
に
処
遇
さ
れ
て
い
た
。
熈

に
お
い
て
行
っ
て
い
る
。
次
の
史
料
が
そ
れ
で
あ
る
。

’

小

高
の
子
熈
成
も
父
同
様
、
満
時
の
猶
子
で
あ
っ
た
。

因
幡
守
護
職
は
但
馬
守
護
家
の
影
響
下
に
お
か
れ
て

い
た
事
が
わ
か
る
。
上
総
三
郎
熈
幸
に
し
て
も
、

「
熈
」
の
一
字
を
つ
け
て
お
り
、
こ
れ
が
山
名
常
熈

の
一
字
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

熈
成
が
失
脚
し
熈
幸
が
因
幡
守
護
職
を
継
承
し
た
事

は
、
こ
の
人
事
が
、
幕
府
お
よ
び
但
馬
守
護
山
名
持

豊
の
意
向
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
総
介
熈
高
の

意
向
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
感
じ
が
あ
る
。
因
幡

（
肥
）

守
護
職
は
、
熈
幸
・
豊
氏
（
高
）
と
継
承
さ
れ
た
あ

と
、
豊
時
に
移
る
の
で
あ
る
が
、
豊
時
の
守
護
継
承

は
、
結
果
的
に
は
山
名
政
実
を
退
け
て
行
わ
れ
た
。

政
実
は
熈
幸
の
弟
政
康
の
猶
子
と
な
っ
て
い
た
ら
し

く
、
実
父
は
熈
成
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
も
か
く

熈
高
の
実
子
の
間
で
因
幡
守
護
職
が
継
承
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
豊
時
は
山
名
勝
豊
の
子
と
考
え
ら
れ
て

（
凪
）

い
る
。
こ
の
豊
時
が
因
幡
守
護
職
を
最
初
に
継
承
出

来
た
の
は
父
勝
豊
が
因
幡
守
護
職
を
帯
し
て
い
た
た

め
、
そ
の
権
利
（
継
承
権
）
を
主
張
で
き
た
の
で
は

な
い
か
、
と
す
れ
ば
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
没
し
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二
、
山
名
左
衛
門
佐
勝
豊
の
系
譜

勝
豊
の
血
縁
に
つ
い
て
は
、
若
干
前
述
し
た
が
今

少
し
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
・
勝
豊
の
実
父

は
但
馬
守
護
で
あ
り
山
名
一
族
の
惣
領
で
あ
る
山
名

持
豊
（
法
名
宗
峯
・
宗
全
）
で
あ
る
。
こ
の
事
は
各

種
の
山
名
系
図
が
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
持
豊

の
第
何
子
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
猶
子
・
養
子
関
係

に
つ
い
て
は
相
違
が
あ
る
。

『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
の
底
本
と
考
え
ら
れ
る
山

名
系
図
で
は
、
持
豊
の
子
と
し
て
、
教
豊
、
是
豊
、

勝
豊
、
時
豊
、
師
豊
の
五
男
を
あ
げ
、
勝
豊
を
中
務

大
輔
の
猶
子
と
し
、
豊
時
を
勝
豊
の
嫡
子
に
し
て
い

た
の
は
上
総
介
熈
高
で
な
く
左
衛
門
佐
勝
豊
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
豊
時
は
の
ち
左
衛
門
佐
の
官
を
帯
し
た

が
、
そ
れ
も
父
勝
豊
の
官
を
世
襲
的
に
慣
例
と
し
て

引
継
い
だ
事
が
考
え
ら
れ
る
。

結
論
的
に
山
名
勝
豊
の
生
存
期
間
を
述
べ
れ
ば
、

勝
豊
は
応
永
三
十
年
頃
の
生
ま
れ
、
没
年
は
享
徳
二

年
、
没
年
歳
三
十
一
歳
以
下
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

る
。
そ
し
て
持
豊
の
三
男
と
し
て
因
州
を
猶
子
関
係

で
知
行
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
務
大
輔
を
山
名
氏
家

と
み
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
で
に
上
総
介
熈
高

が
応
永
十
九
年
に
は
因
幡
守
護
在
任
だ
か
ら
で
あ
る
。

勝
豊
が
、
持
豊
の
第
何
子
か
は
、
第
二
子
説
と
第

三
子
説
が
あ
る
。
是
豊
を
持
豊
の
第
二
子
と
す
れ
ば

勝
豊
は
第
三
子
に
な
る
。
是
豊
に
つ
い
て
は
『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
」
の
文
明
四
年
正
月
二
十
五
日
条
に

「
宗
全
之
末
子
也
」
と
あ
る
。
「
東
方
、
山
名
弾
正
宗

全
之
末
子
他
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
応
仁
の

乱
で
山
名
宗
全
の
子
備
後
守
護
弾
正
忠
是
豊
は
父
宗

全
の
西
軍
を
離
れ
東
軍
に
属
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は

是
豊
は
持
豊
の
末
子
説
を
と
る
。
『
大
乗
院
寺
社
雑
幻

事
記
』
の
方
が
史
料
的
に
優
位
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
鮒

た
が
っ
て
勝
豊
は
持
豊
の
第
二
子
で
あ
る
。
４、

次
に
勝
豊
は
誰
の
猶
子
に
な
っ
た
の
か
、
勝
豊
が
苑し

因
幡
守
護
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
因
幡
守
護
山
名
上
っに

総
介
熈
高
の
猶
子
に
な
り
、
守
護
職
を
継
承
し
た
と
豊

考
え
た
い
。
前
述
「
山
名
系
図
」
が
勝
豊
を
中
務
大
柵

輔
の
猶
子
と
号
し
て
因
州
知
行
と
し
た
の
は
、
そ
の
山２５



布施城図（｢因幡民談記』所収）

●

線
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
実
と
し
て
は
こ
の
中
務

大
輔
は
氏
家
で
な
く
、
ま
た
熈
貴
で
も
な
い
。
中
務

大
輔
熈
貴
は
、
す
で
に
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
嘉

吉
の
変
で
横
死
、
そ
れ
ま
で
は
美
作
守
護
山
名
修
理

大
夫
教
清
（
常
勝
・
常
捷
）
の
養
子
に
な
っ
て
い
る

（
『
建
内
記
』
嘉
吉
三
年
六
月
三
日
条
）
。
そ
し
て
因

幡
守
護
で
は
な
い
。
小
泉
友
賢
が
『
稲
場
民
談
記
』

所
収
山
名
系
図
に
お
い
て
、
勝
豊
を
因
幡
守
護
山
名

中
務
大
輔
氏
冬
氏
ｌ
氏
家
ｌ
熈
貴
ｌ
勝
豊
と
し
て
お

き
な
が
ら
、
持
豊
Ｉ
勝
豊
の
項
に
は
、
「
左
衛
門
佐
、

熈
高
の
猶
子
と
し
て
因
州
守
護
」
と
し
て
い
る
の
は
、

因
幡
守
護
の
猶
子
と
し
て
守
護
職
継
承
権
を
主
張
し

勝
豊
が
上
総
介
熈
高
の
没
後
、
因
幡
守
護
職
を
継
承

し
た
と
す
る
考
え
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

結
論
的
に
は
、
勝
豊
は
山
名
一
族
の
惣
領
山
名
持

豊
の
第
二
子
。
そ
し
て
因
幡
守
護
山
名
上
総
介
熈
高

（
Ｍ
）

の
猶
子
。
そ
の
勝
豊
の
嫡
子
が
左
衛
門
佐
豊
時
と
い

う
事
に
な
る
。
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三
、
山
名
左
衛
門
佐
勝
豊
の
事
績
と
意
義

勝
豊
が
三
十
歳
未
満
の
若
年
に
し
て
従
五
位
上
左

衛
門
佐
の
位
階
官
職
を
帯
し
、
室
町
幕
府
の
鞠
会
に

参
会
で
き
た
の
は
、
結
局
、
実
父
持
豊
の
権
勢
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
持
豊
は
自
己
の
権
勢
を
維
持
拡
大

す
る
必
要
か
ら
も
第
二
子
勝
豊
を
因
幡
守
護
山
名
上

総
介
熈
高
の
猶
子
と
し
因
幡
守
護
職
を
継
承
さ
せ
た
。

故
中
務
大
輔
熈
貴
の
娘
を
自
分
の
養
女
と
し
て
周
防

守
護
大
内
教
弘
に
嫁
が
せ
、
あ
る
い
は
管
領
細
川
勝

元
に
嫁
が
せ
、
ま
た
子
七
郎
豊
久
を
細
川
勝
元
の
養

子
と
し
、
あ
る
い
は
、
斯
波
義
廉
に
娘
を
嫁
が
せ
斯

波
家
に
干
渉
す
る
な
ど
同
様
の
意
向
の
布
石
で
あ
る
。

勝
豊
は
、
こ
の
持
豊
の
権
勢
を
背
景
に
か
な
り
の
実

権
を
因
幡
に
お
い
て
ふ
る
う
事
が
出
来
た
の
で
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
主
導
権
は
父
持
豊
に

あ
る
。

勝
豊
の
事
績
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、

因
幡
守
護
所
の
移
転
で
あ
る
。
次
の
史
料
が
そ
れ
を

示
し
て
い
る
。

勝
豊
、
因
州
高
草
郡
布
施
の
天
神
山
に
城
郭
を
築

（
脂
）

左
衛
門
佐
勝
豊
文
正
元
年
巨
濃
郡
を
転
し
当
所
幻

天
神
山
に
城
を
築
て
移
住
せ
ら
れ
け
る
。
そ
れ
ょ
鮒

り
豊
国
ま
で
八
代
の
間
、
相
続
あ
り
し
国
府
な
り
仲

し
ゃ
。
（
『
因
幡
志
』
）
淀しつに

こ
れ
ら
三
書
は
、
勝
豊
の
因
幡
守
護
在
任
期
間
を
、
豊

す
べ
て
応
仁
の
乱
前
後
に
し
て
い
る
が
、
前
述
し
た
柵

如
く
勝
豊
の
生
存
期
間
は
享
徳
二
年
ま
で
で
あ
り
、
山７２

い
て
居
が
。
布
施
左
衛
門
と
称
し
て
、
屋
形
号
を
免

さ
る
。
含
陰
徳
太
平
記
』
）

勝
豊
ハ
当
国
高
草
郡
布
施
二
城
郭
ヲ
構
へ
居
住
シ

給
フ
故
、
布
施
左
衛
門
佐
ト
ゾ
号
シ
ケ
ル
。
ｌ

中
略
ｌ
此
ノ
比
ヨ
リ
勝
豊
ノ
末
流
不
二
相
替
一

（
マ
マ
）

ラ
、
当
国
ノ
主
護
ト
シ
テ
、
一
家
代
々
、
高
草
郡

布
施
ノ
天
神
山
二
在
城
シ
テ
是
ヲ
布
施
ノ
屋
形
ト

称
シ
、
国
侍
ド
モ
仰
ギ
用
ヒ
テ
其
ノ
下
知
二
従
ヒ

ヶ
ル
、
斯
ク
テ
勝
豊
死
去
セ
ラ
レ
シ
カ
バ
、
其
ノ

子
豊
時
左
衛
門
佐
ト
号
ス
、
勝
豊
ノ
跡
ヲ
シ
ギ
同

ジ
ク
布
施
二
在
城
ナ
リ

（
『
稲
場
民
談
記
』
）



熟

そ
の
跡
は
、
熈
幸
、
豊
氏
が
継
承
し
て
い
る
。
し
か

し
、
勝
豊
の
布
施
築
城
説
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
も

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
三
書
の
中
の
「
布
施
左
衛
門
佐
」

の
官
職
名
は
、
「
山
名
系
図
」
と
『
応
仁
記
」
に
拠
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
因
幡
守
護
在
職
期
間
を
応
仁
・

文
正
の
頃
と
し
た
の
は
、
勝
豊
が
宗
全
の
子
で
あ
る

事
か
ら
推
測
し
た
も
の
だ
。
ま
た
布
施
城
に
つ
い
て

も
「
応
仁
記
一
の
「
布
施
左
衛
門
佐
」
と
あ
る
記
述

か
ら
創
作
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
勝
豊
に
つ
い
て
の
記

述
の
典
拠
か
ら
み
て
確
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
応
仁
記
』
の
「
布
施
左
衛
門
佐
」
は
「
山
名
相

模
守
と
同
名
」
と
さ
れ
て
い
る
。
山
名
相
模
守
と
は
、

伯
耆
・
備
前
守
護
山
名
教
之
の
事
で
あ
る
。
教
之
と

同
名
な
ら
ば
、
因
幡
守
護
山
名
豊
氏
で
あ
る
。
だ
が

左
衛
門
佐
勝
豊
左
衛
門
佐
豊
時
の
線
を
考
え
る
と
、

こ
の
布
施
左
衛
門
佐
は
豊
時
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と

す
れ
ば
豊
時
が
布
施
城
の
築
城
を
行
っ
た
と
も
い
え

る
。
さ
ら
に
勝
豊
の
左
衛
門
佐
に
重
点
を
お
い
て
勝

豊
が
築
城
し
た
と
い
え
ぬ
事
も
な
い
。

布
施
城
の
創
始
者
が
勝
豊
で
あ
る
と
の
三
書
の
伝

函

承
は
、
そ
の
典
拠
か
ら
み
て
否
定
出
来
る
が
、
勝
豊

の
存
在
が
明
確
に
な
っ
た
以
上
、
左
衛
門
佐
豊
時
の

父
勝
豊
に
よ
る
布
施
築
城
説
、
す
な
わ
ち
因
幡
守
護

所
の
移
転
と
い
う
事
績
は
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
。

豊
時
は
持
豊
系
の
因
幡
守
護
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

布
施
城
は
但
馬
守
護
家
系
の
手
に
よ
る
築
城
で
あ
る
。

持
豊
系
の
因
幡
守
護
家
の
成
立
は
勝
豊
に
は
じ
ま
る

と
す
る
と
、
持
豊
の
意
向
で
布
施
築
城
が
行
わ
れ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
期
は
勝
豊
の
因
幡
守
護
在

任
期
間
で
あ
ろ
う
事
は
、
当
時
の
政
治
状
勢
か
ら
み

て
充
分
に
考
え
ら
れ
る
事
で
あ
る
。

宝
徳
元
年
当
時
、
但
馬
堺
に
近
い
丹
波
奥
郡
で
は

土
一
摸
が
蜂
起
し
丹
波
守
護
代
内
藤
弾
正
忠
が
丹
波

へ
下
向
す
る
と
い
う
事
件
も
発
生
し
て
い
た
。
こ
の

土
一
摸
は
持
豊
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
山
名
形
部
少

輔
持
熈
の
遺
子
お
よ
び
山
名
宮
田
の
余
流
が
起
こ
し

た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
山
名
氏
の
領
国
に
お
い
て

も
戦
乱
は
発
生
し
て
い
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
文
安
四

年
（
一
四
四
七
）
に
は
将
軍
義
成
が
山
名
持
豊
を
討

伐
し
よ
う
と
す
る
事
件
も
あ
り
、
持
豊
は
実
力
で
山
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名
一
族
の
領
国
経
営
を
強
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て

い
た
。
但
馬
守
護
所
は
、
す
で
に
気
多
郡
九
日
市
に

移
転
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
持
豊
が
勝
豊
を
支
援

し
、
む
し
ろ
主
導
性
を
発
揮
し
て
因
幡
の
領
国
経
営

を
行
い
、
因
幡
守
護
所
を
上
総
介
熈
高
の
死
去
を
契

機
に
移
転
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
の
経
営
は
守

護
代
、
又
守
護
代
な
ど
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
守

護
在
京
の
原
則
は
守
ら
れ
て
い
た
も
の
の
必
要
に
応

じ
て
守
護
は
領
国
に
下
向
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
、
こ
こ
で
詳
細
に
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
要

す
る
に
布
施
の
因
幡
守
護
所
は
、
但
馬
守
護
山
名
持

豊
系
の
因
幡
守
護
家
（
始
祖
は
山
名
左
衛
門
佐
勝
豊
）

に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
布
施
天
神
山
城
の
築
城
が
行
わ

れ
た
と
推
測
出
来
る
。
勝
豊
の
継
嗣
豊
時
系
の
因
幡

守
護
家
が
、
そ
の
後
代
々
、
布
施
天
神
山
城
を
本
城

と
し
て
居
城
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

勝
豊
の
事
績
が
因
幡
守
護
所
の
移
転
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
意
義
は
豊
時
の
時
代
に
明
確
に
な
る
。

応
仁
の
乱
以
後
の
戦
国
時
代
、
因
幡
に
お
い
て
戦
国

大
名
化
し
た
の
は
豊
時
と
そ
の
後
継
者
だ
か
ら
で
あ

山
名
勝
豊
に
つ
い
て
検
討
し
、
得
ら
れ
た
知
見
を

要
約
的
に
述
べ
る
と
大
略
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

山
名
勝
豊
は
応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
頃
の
生

ま
れ
、
父
は
室
町
幕
府
の
四
職
家
守
護
山
名
一
族
の

惣
領
持
豊
（
宗
全
）
・
持
豊
は
応
永
十
一
年
（
一
四

お
わ
り
に

る
。
豊
時
が
但
馬
守
護
政
豊
と
密
接
な
連
絡
を
と
り

乍
ら
自
立
化
し
た
も
の
の
、
但
馬
守
護
家
か
ら
完
全

に
独
立
し
得
ず
、
豊
時
の
後
継
者
達
も
領
国
経
営
に

お
い
て
但
馬
守
護
家
の
因
幡
に
お
け
る
在
地
性
を
無

視
出
来
ず
、
結
局
は
但
馬
守
護
家
の
支
配
下
に
お
か

れ
、
天
正
八
年
（
一
五
八
○
）
但
馬
守
護
家
の
没
落

と
共
に
、
因
幡
支
配
の
歴
史
に
終
止
符
を
う
っ
た
と

Ｊ
も
い
雷
え
る
Ｏ

勝
豊
の
歴
史
的
意
義
は
、
応
仁
の
乱
以
降
の
戦
国

時
代
、
但
馬
守
護
家
に
よ
る
因
幡
支
配
の
正
当
化
と

も
言
え
る
。
上
総
介
熈
高
系
因
幡
守
護
家
は
戦
国
時

代
、
そ
れ
故
に
存
続
不
可
能
が
現
実
で
あ
っ
た
。
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W
l

l

○
四
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
持
豊
が
二
十
歳
頃

の
時
に
第
二
子
と
し
て
誕
生
し
た
事
に
な
る
。
勝
豊

の
没
年
は
、
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
、
没
年
齢
は

三
十
歳
の
頃
で
あ
る
。
文
安
年
間
（
一
四
四
四
～
一

四
四
九
）
父
持
豊
の
推
挙
に
よ
り
因
幡
守
護
山
名
上

総
介
熈
高
の
猶
子
と
し
て
熈
高
の
守
護
職
を
継
承
し

因
幡
守
護
と
な
り
、
従
五
位
上
左
衛
門
佐
に
任
ぜ
ら

れ
、
室
町
幕
府
八
代
将
軍
足
利
義
成
（
の
ち
の
義
政
）

に
近
侍
し
て
い
る
。

守
護
領
国
に
お
い
て
は
、
父
持
豊
の
意
向
に
そ
っ

て
領
国
支
配
の
拠
点
を
因
幡
府
中
か
ら
高
草
郡
布
施

天
神
山
城
に
移
転
し
、
天
神
山
城
を
守
護
の
居
城

（
本
城
）
と
し
卯
山
（
宇
山
）
に
か
け
て
因
幡
守
護

所
を
設
定
し
た
。
因
幡
国
は
、
こ
の
時
よ
り
、
但
馬

守
護
家
の
支
配
力
が
強
化
さ
れ
、
因
幡
守
護
熈
幸
・

豊
氏
（
豊
高
）
・
政
實
の
の
ち
、
応
仁
の
乱
以
降
、

勝
豊
の
嫡
子
左
衛
門
佐
豊
時
を
中
心
と
す
る
権
力
機

構
に
よ
っ
て
因
幡
支
配
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
戦

国
時
代
の
因
幡
を
支
配
し
た
の
は
、
但
馬
守
護
山
名

持
豊
系
の
因
幡
守
護
山
名
勝
豊
の
子
お
よ
び
孫
達
を

軸

中
心
と
し
た
権
力
組
織
で
あ
っ
た
。

勝
豊
は
但
馬
守
護
持
豊
系
山
名
氏
が
因
幡
守
護
と

し
て
守
護
大
名
領
国
制
を
展
開
す
る
基
礎
を
築
い
た

と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
本
稿
に
お
け
る
山
名
勝
豊
の
因
幡
守
護

説
は
、
勝
豊
の
因
幡
守
護
権
行
使
を
示
す
「
将
軍
御

教
書
」
「
施
行
状
」
「
遵
行
状
」
「
打
渡
状
」
「
安
堵
状
」

「
寄
進
状
」
な
ど
一
等
史
料
文
書
や
当
時
の
「
日
記
」

「
記
録
」
な
ど
の
一
等
文
献
記
録
史
料
に
確
証
が
あ
っ

て
の
確
認
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
「
山
名
系

図
」
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
論
拠
は
、
左
衛

門
佐
豊
時
の
因
幡
守
護
在
任
と
因
幡
に
お
け
る
領
国

経
営
の
事
実
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
。
豊
時
と
そ

の
系
譜
に
連
な
る
因
幡
守
護
は
、
戦
国
時
代
に
お
い

て
布
施
城
に
居
住
し
、
布
施
城
を
因
幡
守
護
所
と
し

て
因
幡
支
配
の
本
拠
に
し
て
い
る
。
こ
の
権
力
機
構

の
よ
っ
て
き
た
る
由
緒
と
由
縁
の
源
泉
を
勝
豊
の
因

幡
守
護
説
に
求
め
、
但
馬
守
護
系
因
幡
守
護
に
よ
る

戦
国
時
代
の
領
国
支
配
説
を
理
解
し
た
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
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こ
の
点
は
、
実
証
的
に
は
課
題
事
項
・
問
題
点
と

し
て
疑
問
が
残
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の

解
決
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
こ
の
山
名
勝
豊
因
幡
守

護
説
を
無
視
し
て
、
因
幡
に
お
け
る
戦
国
時
代
の
史

的
研
究
が
稔
り
豊
か
に
な
る
事
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
本
稿
は
、
因
幡
に
お
け
る
中
世

史
の
基
本
的
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
知
見
と
い

え
ば
、
勝
豊
実
在
説
を
実
証
し
た
く
ら
い
の
事
で
、

あ
と
は
意
あ
っ
て
確
証
な
し
の
感
を
深
く
し
て
い
る
。

今
後
の
史
料
の
発
見
と
研
究
の
深
化
に
希
望
を
つ
な

ぎ
山
名
勝
豊
に
つ
い
て
は
、
こ
の
辺
り
で
掴
筆
す
る
。

注
（
１
）
史
料
纂
集
『
經
覺
私
要
紗
」
第
二
巻
二
二

頁
～
三
四
頁
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）

（
２
）
兵
庫
県
美
方
郡
村
岡
町
村
岡
、
池
田
正
三
氏

所
蔵
、
本
系
図
中
勝
豊
の
系
譜
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

時
氏

「一一一壱1、
離峨開氏豐

得冬鳥
上

手：言季
關熈孟時時

蕊
｢同雪'背”
政熈熈時 持満 尊醤 朧

（
３
）
因
伯
文
庫
『
稲
場
民
談
記
』
上
、
徳
永
職
男

校
註
、
（
日
本
海
新
聞
社
）
六
八
～
七
四
頁
、

本
書
所
収
の
「
山
名
家
系
図
」
は
、
本
書
の

著
者
小
泉
友
賢
の
収
録
（
元
禄
中
）
に
よ
る

が
（
注
２
）
系
図
を
底
本
と
し
加
筆
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
系
図
に
よ
る
勝
豊
の

系
譜
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
４
）
『
康
富
記
」
三
、
宝
徳
元
年
十
二
月
十
七
日

条
（
増
補
史
料
大
成
一
禿
、
臨
川
書
店
）
、
宝

萱瞬

；螺
：｜
子豊

単一司
小左豊
三馬重
郎助

橿
真
院
殴
中
麓
少
特
上
佳
介
黒
高
二
男

満
時
ｌ
熈
成

剖
剛
黙

…
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'1

時

氏

門司ミ
高時氏 ：

翰

瀧
義

嚥時氏ロ

同一｢-F早 鰔政熈熈時時
璽熈零

磯〒奥蔵長 宇貴：
籍|：豊 政 康 を

介 豊

降
高実燕

胤
憲

子

時一

（
５
）
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
第
七
、
六
七
頁
、
「
伊

さ
だ
ち
か
さ
だ
ふ
じ

き
だ
と
き

勢
貞
親
ｌ
貞
藤
新
九
郎
、
は
じ
め
は
貞
辰
と

号
す
。
相
州
北
條
氏
養
て
子
と
す
。
是
よ
り

北
條
氏
を
お
か
・
す
。
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）

（
６
）
山
名
持
豊
は
、
応
永
十
一
年
（
一
四
○
四
）

徳
二
年
二
月
二
十
一
日
条
（
一
五
二
頁
）

『
經
覺
私
要
紗
」
第
二
、
二
頁
、
文
安
六
年

い

目
録
条
．
、
細
川
讃
州
十
二
月
十
六
日
歎

頓
死
事
」

五
月
十
九
日
生
ま
れ
、
応
永
三
十
年
（
一
四

二
三
）
当
時
二
十
歳
、
こ
の
当
時
、
持
豊
の

父
常
熈
も
健
在
で
常
熈
の
後
継
者
は
、
持
熈

が
有
力
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
持
豊
の
子

勝
豊
の
将
来
は
、
未
定
で
あ
っ
た
。
持
豊
は

父
常
熈
（
時
熈
）
の
没
後
、
実
力
で
持
熈
を

自
殺
さ
せ
父
常
熈
の
継
承
者
と
し
て
の
地
位

を
確
保
し
て
い
る
。
『
山
名
常
熈
と
禅
刹
」

七
三
頁
、
一
○
七
頁
、
一
八
○
～
一
八
三
頁

（
拙
著
、
但
馬
梧
厳
寺
刊
）

（
７
）
「
東
海
寵
華
集
」
一
（
五
山
文
学
新
集
二
、

五
九
二
～
五
九
四
頁
参
照
）
「
嘉
吉
記
』
の

「
修
理
大
夫
熈
高
「
は
「
修
理
大
夫
教
清
」

の
誤
り
。
し
た
が
っ
て
『
続
群
書
類
従
所
収

山
名
系
図
』
の
熈
高
の
官
途
を
「
修
理
大
夫
」

と
す
る
の
も
誤
り
で
あ
る
。
「
応
仁
記
』
は

「
修
理
大
夫
教
量
」
と
訂
正
し
て
い
る
も
の

の
、
あ
と
に
つ
づ
く
説
明
を
熈
高
の
記
述
に

し
て
い
る
。
こ
れ
は
訂
正
ミ
ス
で
あ
る
。
熈

高
の
官
途
は
上
総
介
で
あ
る
。
（
「
備
後
西
国

、
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寺
建
立
寄
進
施
主
帳
」
に
「
総
州
熈
高
」
の

著
名
が
あ
る
。

（
８
）
応
永
十
九
年
四
月
二
十
九
日
、
室
町
幕
府
御

教
書
（
但
馬
拐
厳
寺
文
書
）

（
９
）
『
後
鑑
』
所
収
、
文
安
元
年
十
二
月
十
八
日
、

室
町
幕
府
御
教
書

面
）
山
名
常
熈
の
実
名
「
時
熈
」
に
つ
い
て
は
確

か
で
あ
ろ
う
が
確
証
が
な
い
。
『
古
文
書
集
』

乾
（
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
）
の
応
永
四
年
九
月

十
四
日
「
山
名
官
内
少
輔
時
熈
奉
書
」
は
、

後
亀
山
上
皇
院
宣
で
あ
り
、
そ
の
時
熈
は
、

六
條
中
納
言
時
熈
で
あ
る
。
常
熈
は
山
名
時

熈
の
法
名
。

（
ｕ
）
『
康
富
記
』
応
永
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

條
「
山
名
上
総
介
（
金
吾
禅
門
猶
子
と
、
上

総
介
の
実
名
は
す
な
わ
ち
熈
高
で
あ
る
。

（
胆
）
『
碧
山
日
録
』
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
四

月
十
五
日
条
、
「
山
名
氏
因
州
大
守
某
前
日

卒
」
の
死
亡
記
事
は
、
熈
幸
の
事
で
あ
る
。

（
『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
」
九
六
五
頁
山
名
勝

豊
条
、
新
日
本
海
新
聞
社
刊
）

（
過
）
豊
時
は
、
父
勝
豊
の
死
去
当
時
十
歳
未
満
と

推
定
出
来
、
勝
豊
の
遺
跡
、
と
く
に
因
幡
守

護
職
を
継
承
す
る
に
は
年
齢
が
不
足
し
て
い

た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
守
護
熈
高

の
男
子
の
う
ち
、
成
長
し
て
い
た
者
の
う
ち

か
ら
、
守
護
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
熈
高
系
勢
力
と
の
協
調
効
果
が
あ
る
。

（
皿
）
豊
時
を
勝
豊
の
嫡
子
と
す
る
確
証
は
な
い
。

し
か
し
「
豊
」
の
一
宇
、
お
よ
び
豊
時
が
但

馬
守
護
山
名
政
豊
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る

事
実
か
ら
考
え
て
、
豊
時
が
但
馬
守
護
一
族

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
『
因
幡
志
』

高
草
郡
横
枕
村
条
に
、
次
の
如
く
の
伝
承
が
鋤

収
録
し
て
あ
る
。
布
施
の
屋
形
山
名
左
衛
門
榊、

佐
勝
豊
文
正
・
応
仁
頃
の
人
の
時
、
内
室
難
い

産
の
時
、
当
所
稲
田
山
の
薬
王
寺
の
本
尊
薬
吹

王
仏
に
霊
応
を
祈
ら
れ
し
に
、
夢
中
に
老
婆
や

乗
り
、
内
室
に
枕
を
与
へ
横
に
臥
せ
し
む
る
豊

と
見
て
忽
ち
安
く
一
男
子
を
誕
生
せ
り
、
其
柵

よ
り
横
枕
と
名
付
く
と
薬
王
仏
の
縁
起
に
見
山３３

’



蝶

（
昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
五
日
成
稿
、
鳥
取
市

美
萩
野
一
丁
目
七
七
）

著
書
「
山
名
豊
国
」
「
山
名
常
熈
と
禅
刹
」
「
神
床

家
文
書
・
但
馬
国
一
宮
出
石
社
祝
職
家
伝
来
文
書
」

共
著
「
鳥
取
県
の
歴
史
』
「
鳥
取
県
の
歴
史
散
歩
」

「
鳥
取
県
郷
土
史
事
典
』

（
鳥
取
県
立
鳥
取
西
高
等
学
校
教
諭
）

ゆ
。
こ
の
中
で
、
勝
豊
を
、
文
正
・
応
仁
頃

の
人
と
注
記
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
が
、

勝
豊
の
男
子
出
生
と
い
う
点
に
観
点
を
し
ぼ

る
と
、
こ
の
子
（
豊
時
を
示
す
と
も
と
れ
る
）

と
因
幡
国
高
草
郡
と
の
関
連
が
う
か
が
わ
れ

る
。
因
幡
に
お
け
る
勝
豊
伝
承
と
し
て
重
要

で
あ
る
。

（
妬
）
文
正
元
年
当
時
の
因
幡
守
護
は
、
上
総
介
熈

高
の
猶
子
に
し
て
実
は
伯
耆
守
護
山
名
教
之

の
第
三
子
七
郎
豊
氏
（
高
）
。
し
た
が
っ
て

勝
豊
の
布
施
築
城
説
を
と
れ
ば
、
布
施
城
の

造
営
は
、
勝
豊
の
守
護
在
任
時
、
す
な
わ
ち

文
安
～
享
徳
年
間
の
事
に
な
る
。

単

紹
介

宿
坊
東
林
院

め
ま
ぐ
る
し
い
世
の
流
れ
の
中
に
静
か
な
た
た
ず
ま
い
を

見
せ
る
禅
刹
妙
心
寺
、
そ
の
一
画
に
現
代
人
の
心
を
や
す
ら

か
に
、
な
ど
め
て
く
れ
る
宿
坊
東
林
院
が
あ
り
ま
す
。

享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
細
川
高
国
の
嗣
子
、
氏
綱
が
父
、

高
国
公
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
、
の
ち
山
名
豊
国
が
母

方
の
父
高
国
の
ゆ
か
り
で
中
興
開
基
と
な
り
、
直
指
和
尚
を

開
山
と
し
て
以
来
山
名
家
の
菩
提
寺
で
す
。

書
院
造
り
の
新
し
い
客
室
、
全
室
庭
園
に
面
し
、
さ
わ
や

か
な
木
の
浴
槽
、
朱
膳
に
よ
る
精
進
料
理
な
ど
、
京
の
思
い

出
を
一
層
深
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

■
宿
泊
料
金
一
泊
二
食
つ
き
五
、
七
○
○
円
朝
食
つ
き
四
、
七
○
○
円
（
現
在
）

（
秘
棄
サ
ー
ビ
ス
料
は
い
た
だ
き
ま
せ
ん
）

■
施
股
和
室
（
六
畳
、
八
塁
計
一
○
室
冷
蟹
崖
祷

■
お
食
事
食
璽
を
お
申
し
込
み
の
方
に
は
住
職
手
作
り
の
禅
風
精
進
料
理
を
ご

蛍
味
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

■
お
ね
が
い
洗
面
具
タ
オ
ル
、
ネ
マ
キ
は
各
自
ご
持
参
く
だ
き
い
。

夕
食
を
お
申
し
込
み
の
方
は
午
後
五
時
半
ま
で
に
、
他
の
方
は
午
後

七
時
ま
で
に
お
越
し
く
だ
き
い

■
お
申
し
込
み
蹴
賭
ま
た
は
往
復
ハ
ガ
キ
に
て
ご
予
約
の
う
え
、
ご
一
名
様

一
、
○
○
○
円
の
予
約
金
を
現
金
替
留
か
郵
便
振
替
（
口
座
番
号
京

都
二
’
三
二
一
三
に
て
お
送
り
く
だ
さ
い
（
予
約
金
は
宿
泊
料

金
に
充
当
し
ま
さ

■
住
所
・
電
飴
〒
六
一
六
京
都
市
痘
星
駐
征
薗
砂
心
寺
山
内

Ｔ
Ｅ
Ｌ
○
七
五
’
四
六
三
’
一
三
三
四

■
そ
の
他
仏
前
結
婚
式
、
昼
食
将
帥
繍
推
科
理
、
坐
禅
研
修
会
、
合
宿
な
ど
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
（
駐
車
場
あ
且
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「
守
護
所
」
の
定
義
を
「
守
護
が
常
在
し
て
守
護

の
職
務
を
執
行
す
る
役
所
、
ま
た
は
役
所
を
兼
ね
る

城
館
」
と
す
る
な
ら
、
少
く
と
も
室
町
時
代
の
各
国

守
護
所
は
守
護
領
国
在
所
と
か
守
護
代
所
と
か
呼
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
。
守
護
は
一
般
に
は
京
都
の
邸
に

い
て
幕
府
に
出
仕
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
実
質
的
に
守
護
所
で
あ
っ

た
期
間
を
含
む
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て
、
領
国
の
館

を
「
守
護
所
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

一
、
根
拠
の
な
い
出
石
説

結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
、
但
馬
山
名
氏
の
守
護

こ
こ
の
か
い
ち

所
は
南
北
朝
末
期
・
室
町
時
代
を
通
じ
て
九
日
市

但
馬
山
名
氏
の
九
日
市
守
護
所

ｌ
室
町
時
代
の
但
馬
支
配
体
制
の
一
断
面
Ｉ

（
現
豊
岡
市
九
日
市
上
町
）
で
あ
る
。
九
日
市
は
、
一
般

に
は
城
崎
郷
中
の
城
崎
庄
と
さ
れ
る
が
、
新
田
庄
と

い
ず
し

す
る
二
史
料
も
あ
る
。
但
馬
山
名
氏
が
出
石
郡
出
石

こ
ぬ
す
み

や
ま

郷
中
の
子
盗
（
此
隅
）
山
に
守
護
城
を
築
き
、
麓
に

守
護
所
を
移
し
た
の
は
山
名
致
豊
代
以
降
の
こ
と
で
、

十
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
小
論
は
、
史
料
を
挙
げ
て
こ
の
結
論
を
解
説

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
但
馬
山
名
氏
初
代
と
さ
れ

る
時
義
が
子
盗
山
城
を
築
い
て
以
来
、
永
禄
十
二
年

（
一
五
六
九
）
の
織
田
氏
に
よ
る
但
馬
攻
め
ま
で
こ

こ
を
守
護
所
と
し
た
と
す
る
従
来
説
は
、
少
く
と
も

戦
国
時
代
の
部
分
を
除
い
て
は
全
く
根
拠
が
な
い
こ

と
を
証
明
し
た
い
。

山
口
久
喜

（
豊
岡
市
在
住
）
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